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株式の所有者別状況 (2023年3月31日現在)

区 分
株式の状況 (1単元の株式数 100株) 単 元 未 満

株 式 の 状 況
(株)

政 府 及び
地方公共団体 金 融機関 金融商品

取引業者 その他の法人
外国法人等

個人その他 計
個人以外 個 人

株主数（人） 0 33 32 316 102 5 6,095 6,583 ―
所有株式数
(単元) 0 104,685 8,180 64,254 33,054 12 116,484 326,669 116,100

所有株式数の
割合（％） 0.00 32.05 2.50 19.67 10.12 0.00 35.66 100.00 ―

(注) 自己株式1,662,790株は、「個人その他」に16,627単元、「単元未満株式の状況」に90株含まれております。

大株主の状況 (2023年3月31日現在)

氏 名 又 は 名 称 住 所 所 有 株 式 数
（千株）

発行済株式（自己株式を
除く。）の総数に対する
所有株式数の割合（％)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町二丁目11番3号 2,846 9.14
山梨中央銀行職員持株会 山梨県甲府市丸の内一丁目20番8号 1,368 4.39
明治安田生命保険相互会社
（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行）

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
（東京都中央区晴海一丁目8番12号） 1,168 3.75

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海一丁目8番12号 803 2.58
学校法人帝京大学 東京都板橋区加賀二丁目11番1号 629 2.02
富国生命保険相互会社
（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行）

東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
（東京都中央区晴海一丁目8番12号） 600 1.92

株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 537 1.72
富士急行株式会社 山梨県富士吉田市上吉田二丁目5番1号 531 1.70
東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 501 1.61
株式会社第四北越銀行
（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

新潟県新潟市中央区東堀前通7番町1071番地1
（東京都港区浜松町二丁目11番3号） 439 1.41

計 ─ 9,425 30.28
(注)１ 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりです。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,846千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 803千株

２ 野村證券株式会社から2022年5月20日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）において、野村證券株式会社他2社を共同保有者
として、2022年5月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当行として2023年3月31日現在における実質所
有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

氏 名 又 は 名 称 住 所 所 有 株 式 数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％)

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 193 0.59
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 0 0
野村アセットマネジメント株式会社 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 1,233 3.76

計 ─ 1,427 4.35
３ 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから2022年12月5日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）において、株式会社三
菱UFJ銀行他3社を共同保有者として、2022年11月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当行として2023
年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

氏 名 又 は 名 称 住 所 所 有 株 式 数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％)

株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 550 1.68
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 351 1.07
三菱UFJ国際投信株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号 127 0.39
エム・ユー投資顧問株式会社 東京都千代田区神田駿河台二丁目３番地１１ 291 0.89

計 ─ 1,320 4.03
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自己資本比率規制第三の柱に基づく自己資本の充実の状況等の開示
当行は、銀行法施行規則（1982年大蔵省令第10号）第19条の2第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁

長官が別に定める事項（2014年金融庁告示第7号）として、事業年度の開示事項を開示しております。
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判

断するための基準（2006年金融庁告示第19号。以下、「自己資本比率告示」という。）に定められた算式に基づき、算出しております。
また、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を、オペレーショナル・リスク相当額に係る額

の算出においては粗利益配分手法を採用しております。

[自己資本の構成に関する開示事項（連結）］
(単位：百万円、％)

項 目 2021年度 2022年度

コア資本に係る基礎項目
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 191,954 195,129
うち、資本金及び資本剰余金の額 23,798 24,271
うち、利益剰余金の額 170,037 173,753
うち、自己株式の額（△） 1,163 2,116
うち、社外流出予定額（△） 719 778
うち、上記以外に該当するものの額 ― ―

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額 △1,583 △1,075
うち、為替換算調整勘定 ― ―
うち、退職給付に係るものの額 △1,583 △1,075

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額 109 109
コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 ― ―
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 5,345 6,114
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 5,345 6,114
うち、適格引当金コア資本算入額 ― ―

適格旧非累積的永久優先株の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ―
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ―
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額
のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ―
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のう
ち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ―
非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 541 207
コア資本に係る基礎項目の額 （イ） 196,367 200,485
コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の
合計額 2,109 2,509
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 ― ―
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 2,109 2,509

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 ― ―
適格引当金不足額 ― ―
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 ― ―
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 ― ―
退職給付に係る資産の額 5,815 6,864
自己保有普通株式等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 0 0
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 ― ―
少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 ― ―
特定項目に係る10パーセント基準超過額 ― ―
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するも
のの額 ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ―

特定項目に係る15パーセント基準超過額 ― ―
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するも
のの額 ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ―

コア資本に係る調整項目の額 （ロ） 7,925 9,374
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） 188,442 191,110
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額の合計額 1,547,730 1,719,714
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 ― ―
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー ― ―
うち、上記以外に該当するものの額 ― ―

マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額 ― ―
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額 61,157 62,005
信用リスク・アセット調整額 ― ―
オペレーショナル・リスク相当額調整額 ― ―
リスク・アセット等の額の合計額 （ニ） 1,608,887 1,781,719
連結自己資本比率
連結自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 11.71 10.72
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[自己資本の構成に関する開示事項（単体）］
(単位：百万円、％)

項 目 2021年度 2022年度

コア資本に係る基礎項目
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 185,700 187,875
うち、資本金及び資本剰余金の額 23,687 23,687
うち、利益剰余金の額 163,896 167,082
うち、自己株式の額（△） 1,163 2,116
うち、社外流出予定額（△） 719 778
うち、上記以外に該当するものの額 ― ―

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額 109 109
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 3,683 4,630
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 3,683 4,630
うち、適格引当金コア資本算入額 ― ―

適格旧非累積的永久優先株の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ―
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ―
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額
のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ―

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のう
ち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ―

コア資本に係る基礎項目の額 （イ） 189,494 192,615
コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の
合計額 2,073 2,487

うち、のれんに係るものの額 ― ―
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 2,073 2,487

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 ― ―
適格引当金不足額 ― ―
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 ― ―
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 ― ―
前払年金費用の額 7,398 7,940
自己保有普通株式等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 0 0
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 ― ―
少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 ― ―
特定項目に係る10パーセント基準超過額 ― ―
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するも
のの額 ― ―

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ―
特定項目に係る15パーセント基準超過額 ― ―
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するも
のの額 ― ―

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ―
コア資本に係る調整項目の額 （ロ） 9,471 10,428
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） 180,022 182,186
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額の合計額 1,543,776 1,716,133
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 ― ―
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー ― ―
うち、上記以外に該当するものの額 ― ―

マーケット・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額 ― ―
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額 58,666 59,458
信用リスク・アセット調整額 ― ―
オペレーショナル・リスク相当額調整額 ― ―
リスク・アセット等の額の合計額 （ニ） 1,602,443 1,775,592
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 11.23 10.26

2023年07月10日 18時55分 42ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



43

[定性的な開示事項（連結・単体）］
定性的な開示事項につきましては、連結・単体とも重複する部分が多いため、同時に説明を行っており
ます。
一 連結の範囲に関する事項
イ 自己資本比率告示第26条の規定により連結自己資本比率を算
出する対象となる会社の集団（以下、「連結グループ」とい
う。）に属する会社と連結財務諸表の用語、様式及び作成方法
に関する規則（1976年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表
規則」という。）第5条に基づき連結の範囲（以下、「会計連結
範囲」という。）に含まれる会社との相違点及び当該相違点の
生じた原因
連結グループに属する会社と会計連結範囲に含まれる会社に

相違点はありません。

ロ 連結グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会
社の名称及び主要な業務の内容
連結グループに属する連結子会社は４社です。

名 称 主要な業務の内容
山梨中央保証株式会社 信用保証業務等
山梨中銀リース株式会社 リース業務等
山梨中銀ディーシーカード株式会社 クレジットカード業務等

山梨中銀経営コンサルティング株式会社 総合コンサルティング業
務、ベンチャーキャピタ
ル業務等

ハ 自己資本比率告示第32条が適用される金融業務を営む関連法
人等の数並びに当該金融業務を営む関連法人等の名称、貸借対
照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容
該当ありません。

ニ 連結グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれな
いもの及び連結グループに属しない会社であって会計連結範囲
に含まれるものの名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の
額並びに主要な業務の内容
該当ありません。

ホ 連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概
要
連結子会社４社全てにおいて、債務超過会社はなく、自己資

本は充実しております。

二 自己資本調達手段（その額の全部又は一部
が、自己資本比率告示第25条（連結）又は第
37条（単体）の算式におけるコア資本に係る
基礎項目の額に含まれる資本調達手段をい
う。）の概要
2022年3月期末の自己資本調達手段の概要は以下のとおりで

あります。
発行主体 山梨中央銀行
1.資本調達手段の種類 普通株式
コア資本に係る基礎項目の額
に算入された額
連結自己資本比率 22,635百万円
単体自己資本比率 22,524百万円

2.資本調達手段の種類 新株予約権
コア資本に係る基礎項目の額
に算入された額
連結自己資本比率 109百万円
単体自己資本比率 109百万円

発行主体
山梨中央保証株式会社
山梨中銀リース株式会社
山梨中銀ディーシーカード株式会社
山梨中銀経営コンサルティング株式会社

資本調達手段の種類 非支配株主持分
コア資本に係る基礎項目の額に
算入された額
連結自己資本比率 541百万円
単体自己資本比率 ―

2023年3月期末の自己資本調達手段の概要は以下のとおりで
あります。

発行主体 山梨中央銀行
1.資本調達手段の種類 普通株式
コア資本に係る基礎項目の額
に算入された額
連結自己資本比率 22,154百万円
単体自己資本比率 21,570百万円

2.資本調達手段の種類 新株予約権
コア資本に係る基礎項目の額
に算入された額
連結自己資本比率 109百万円
単体自己資本比率 109百万円

発行主体
山梨中央保証株式会社
山梨中銀リース株式会社
山梨中銀ディーシーカード株式会社
山梨中銀経営コンサルティング株式会社

資本調達手段の種類 非支配株主持分
コア資本に係る基礎項目の額に
算入された額
連結自己資本比率 207百万円
単体自己資本比率 ―

三 連結グループ及び当行の自己資本の充実度
に関する評価方法の概要
当行では、自己資本額に対して、各リスクカテゴリー毎に計

量化したリスク量（信用リスク、市場リスク量等）を統合した
リスク量が、経営体力の中に収まっていることを月次でモニタ
リングし、自己資本の充実度を評価する体制としています。ま
た、使用した資本に対する利益の状況を内部管理上の収益指標
に活用することにより、健全性の確保とリスクに見合った収益
の獲得を目指しております。
その他、自己資本の充実度に関する評価基準として、次の基

準を採用しております。
・自己資本比率
・オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額
・早期警戒制度の枠組みにおける「銀行勘定の金利リスク」
量及び「信用集中リスク」量

四 信用リスクに関する事項
イ リスク管理の方針及び手続きの概要
(信用リスクとは)
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、当

行の資産（オフバランス資産を含む）の価値が減少ないし消失
し、当行が損失を被るリスクをいいます。
当行では、信用リスクへの対応として、審査体制の整備や人

材の育成を進めるとともに、信用リスク管理の高度化に積極的
に取り組んでおります。
(信用リスク管理の基本方針)
当行が企業として存続発展し、信用秩序を維持し、積極的な

金融仲介機能の発揮を通じて社会的責務を果たしていくため
に、リスク管理の強化を経営の重要課題と位置付け、適正なリ
スクテイクとそれに見合うリターンをコントロールしていくと
ともに、損失を最小限に止めていく努力が不可欠であります。
特に、信用リスクは当行にとって最も基本的なリスクであ

り、与信業務に係る本源的なリスクでもあります。
当行は、「統合的リスク管理規定」を踏まえ、「融資の規範」

に定める融資業務の基本的理念、規範に則り、信用リスク管理
を徹底するとともに、その高度化を推進していくことを信用リ
スク管理の基本方針としております。
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(貸倒引当金の計上基準)
「連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 ４ 会計方針に関する事項 (5) 貸倒引当金の計
上基準」、「財務諸表 注記事項 重要な会計方針 ７ 引当金の計
上基準 (1) 貸倒引当金」に記載のとおりであります。

ロ 標準的手法が適用されるポートフォリオについて
リスク・ウェイトの判定においては、内部管理との整合性を

考慮し、また、特定の格付機関に偏らず、格付の客観性を高め
るためにも複数の適格格付機関を利用することが適切と判断
し、株式会社格付投資情報センター（R＆I）、株式会社日本格付
研究所（JCR）、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・イ
ンク（Moody’s）、Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング（S＆P）
を採用しております。
なお、エクスポージャーの種類による格付機関の使い分けは

行っておりません。
(注)2023年4月1日以降、Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング（S＆
P）はリスク・ウェイトの判定に使用していません。

五 信用リスク削減手法に関するリスク管理の
方針及び手続きの概要
(信用リスク削減手法とは)
信用リスク削減手法とは、金融資産担保、保証、預金との相

殺、クレジット・デリバティブを勘案することにより、当行の
抱えるリスクを軽減することができる措置であります。
当行では、自己資本比率の算出において、自己資本比率告示

第85条の規定に基づき、「包括的手法」を適用しております。
比率の算出以外においては、担保として不動産等により信用リ
スクの削減を図っております。
(方針及び手続きの概要)
エクスポージャーの信用リスクの削減手段として有効に認め

られている適格金融資産担保については、当行が定める「担保
評価基準」にて、評価及び管理を行っております。自行預金、
日本国政府又はわが国の地方公共団体が発行する円建て債券、
上場会社の株式を適格金融資産担保として取り扱っておりま
す。また、保証については政府保証、政府関係機関の保証及び
わが国の地方公共団体の保証が主体となっております。貸出金
と自行預金の相殺にあたっては、債務者の担保登録のない定期
預金（総合口座を含む）を対象としております。なお、不動産
においては、定期的に値洗いを行い、適切な信用リスクの把握
に努めております。

六 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引
相手のリスクに関するリスク管理の方針及び
手続きの概要
当行の派生商品取引及び長期決済期間取引にかかる取引相手

の信用リスクに関しては、オン・バランス取引と合算しオン・
オフ一体で管理しております。
派生商品取引の信用リスク算出に当たっては、カレント・エ

クスポージャー方式により与信相当額を算出し、管理しており
ます。

七 証券化エクスポージャーに関する事項
イ リスク管理の方針及びリスク特性の概要
(取引の内容)
当行は、債権の証券化を行った資産はなく、オリジネーター

及びサービサーとしても証券化に関与しておりません。また、
投資家として証券化商品への投資はありません。
(取引に対する取組方針)
当行は、新規の証券化の予定はありません。また、現在証券

化商品への投資はありませんが、今後当該商品への投資を行う
可能性があります。
(取引に係るリスクの内容)
今後証券化商品への投資を行う際は、信用リスク及び金利リ

スクが発生いたしますが、これは貸出金や有価証券等の取引に
より発生しているものと基本的に変わるものではありません。

ロ 証券化取引に係る管理体制
当行は、証券化商品への投資はありませんが、投資を行う際

は自己資本比率告示第249条第3項に定める適格性に関する基
準を満たした格付を利用して、同条第4項第3号から第6号に基
づいた体制にて管理いたします。

ハ 信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称
当行は、証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの

額の算出には、「外部格付準拠方式」または「標準的手法準拠
方式」のいずれかを適用いたします。

ニ 証券化取引に関する会計方針
通常の有価証券と同様に約定日基準で会計処理を行います。

ホ 証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判
定に使用する適格格付機関の名称
証券化エクスポージャーにおいて使用する格付会社は、四

ロに記載した会社を採用しております。
なお、証券化エクスポージャーの種類による格付機関の使い

分けは行っておりません。

八 オペレーショナル・リスクに関する事項
イ リスク管理の方針及び手続きの概要
(オペレーショナル・リスク管理体制)
オペレーショナル・リスクとは、銀行の業務の過程、役職員

（パートタイマー、派遣社員を含む）の活動、もしくはシステ
ムが不適切であること又は外生的な事象により、当行が損失を
被るリスクをいいます。
当行では、オペレーショナル・リスクを、①事務リスク、②

システムリスク、③法務リスク（コンプライアンス）、④風評
リスク、⑤人的リスク、⑥有形資産リスクに区分し、総合的に
管理しております。
オペレーショナル・リスクの管理にあたっては、リスク管理

の基本的事項を定めた「統合的リスク管理規定」を踏まえ、
「オペレーショナル・リスク管理規定」を制定し、「経営管理
部」がオペレーショナル・リスクを総合的に管理するととも
に、各リスク・カテゴリーに関する「リスク管理部署」がそれ
ぞれのリスクを管理しております。
(オペレーショナル・リスクの管理方針及び管理手続き)
オペレーショナル・リスクは、業務運営を行っていく上で可

能な限り回避すべきリスクであります。リスクの大きさや程度
は、可能な限り、数値で定量的に表すこととしておりますが、
定量化が不可能な場合は、具体的に定性的な表現で示し、可能
な範囲で影響度や制御水準の評価を行っております。また、適
切な管理が行えないリスクが存在する場合にはその削減手段を
講ずることとしております。
当行では、オペレーショナル・リスクを適切に管理するため

に、前述したリスクカテゴリー毎にリスクの管理部署を定めて
おります。「事務リスク管理規定」等、各リスクカテゴリーに
対応したリスク管理規定や要領を定め、それらの諸規定等に基
づき、リスクの顕在化の未然防止及び顕在化時の影響の極小化
に努めております。

ロ オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法
自己資本比率規制上のオペレーショナル・リスク相当額の算

出にあたっては、当行は自己資本比率告示に定める「粗利益配
分手法」を採用しております。

九 出資等又は株式等エクスポージャーに関す
るリスク管理の方針及び手続きの概要
当行では、「市場取引業務において、公正性の確保と迅速な

対応を図るなか、計測及び管理が可能なリスクについては、収
益や自己資本等経営体力の裏付けを前提に能動的に一定のリス
クを取り収益機会を捉える」というリスク管理の基本方針に則
り、株式等のリスク管理を行っております。
投資金額については、先行きの金利及び株式相場の見通しに

基づく期待収益率、相場変動リスク並びに運用対象間の相関関
係を考慮した市場部門のリスク・リターンを検討し、ALM委員
会の審議を経て決定しております。
株式等の価格変動リスクの計測は、バリュー・アット・リス

ク（VaR）によって行っております。VaRの信頼水準は99％、
保有期間については、1年にて計測しております。毎月開催さ
れるALM委員会において、リスク限度額に対するVaR及びスト
レステストの結果をモニタリングし、健全性の確保及び収益の
獲得の両立に努めております。
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株式等の評価については、子会社・関連会社株式については
移動平均法による原価法、その他有価証券のうち市場価格のあ
るものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原
価は移動平均法により算定）、市場価格のない株式等について
は、移動平均法による原価法又は償却原価法により行っており
ます。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資
産直入法により処理しております。
株式等について、会計方針等を変更した場合は連結財務諸表

規則第14条及び財務諸表等規則第8条の3に基づき、変更の理
由や影響額について連結財務諸表の注記に記載しております。

十 金利リスクに関する事項
イ リスク管理の方針及び手続きの概要
(リスク管理の方針)
当行では、多様な金融サービスに対するお客さまのニーズに

適切に対応するとともに、銀行全体の収益力向上に資するべ
く、全体の金利リスク管理を行うことを基本方針としておりま
す。具体的には、ALM委員会において、「金利リスクヘッジに
関する基本方針」を策定し、金利変動に対する施策の検討を定
期的に行っております。
(手続きの概要)
金利リスクを適切にコントロールするため、ALM委員会にお

いて原則半期毎に「金利リスクヘッジに関する基本方針」を策
定し、定期的に見直しております。
毎月開催されるALM委員会においては、市場予測会議の作成

した市場予測レポートについて検討を行う他、全体の金利リス
ク量の推移を注視しております。また同時に、信用リスク等、
他のリスクも合わせた統合リスク量の計測を行い、自己資本等
の経営体力との対比を行っております。当行のリスク・プロフ
ァイルを明らかにするとともに、過剰なリスクテイクとなって
いないか、リスクテイクの余力はどれほどか、といった観点か
ら、自己資本の充実度の検証を行っております。

ロ 金利リスクの算定手法の概要
(開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVEおよび銀行
がこれらに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項)
当行は、コア預金の内部モデルを使用して流動性預金に金利

改定の満期を割り当てており、金利改定の満期は平均3.66年、
最長10年となっております。
コア預金の内部モデルは、流動性預金残高について、預金種

別や顧客属性、金利水準等を統計的に分析し、将来の残高推移
を保守的に推計しております。推計値については、定期的にバ
ックテストを実施するなど、モデルの検証を行っております。
固定金利貸出の期限前償還や定期預金の早期解約について

は、当局が定める保守的な前提の反映により考慮しておりま
す。
複数通貨の集計方法については、通貨毎に算出した⊿EVEの

正値のみを単純合算しております。
スプレッドに関しては、キャッシュ・フローにはスプレッド

を含めていますが、割引金利にはスプレッドを含めず、リスク
フリーレートを利用しています。
⊿EVEは、コア預金の内部モデルの見直しなどにより、重大

な影響を受ける可能性があります。
現状の当行の自己資本額に対する⊿EVEの割合は、金利リス

ク管理上問題ない水準となっております。
(内部管理上の金利リスクの取扱い)
当行では、金利リスク量について、VaR（分散・共分散法）

およびBPV法による算出を各月末基準で行っております。な
お、リスク量の計測に際しては、流動性預金の金利リスクにつ
いて、コア預金を内部モデルで推計し、VaRを算出しておりま
す。定量可能なリスクについては、できる限り統一的な尺度
（VaR）で統合的に管理することにより、リスクに見合った資本
の最適配分と収益の確保を図ることとしております。金利リス
クに関しても、この方針のもと、他のリスクと統合できるよう
な内部管理を実施しております。
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一 連結の範囲に関する事項
その他金融機関等（自己資本比率告示第29条第6項第1号に規定するその他金融機関等をいう。）であって銀行の子法人等であるものの

うち、自己資本比率規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額
該当ありません。

二 自己資本の充実度
イ 信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの額 (単位：百万円)

項 目 2021年度
(2022年3月31日)

2022年度
(2023年3月31日)

信用リスク オン・バランス 1. 現金 ― ―
2. 我が国の中央政府及び中央銀行向け ― ―
3. 外国の中央政府及び中央銀行向け ― ―
4. 国際決済銀行等向け ― ―
5. 我が国の地方公共団体向け ― ―
6. 外国の中央政府等以外の公共部門向け ― ―
7. 国際開発銀行向け ― ―
8. 地方公共団体金融機構向け ― 12
9. 我が国の政府関係機関向け 126 115
10. 地方三公社向け 162 153
11. 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 236 360
12. 法人等向け 23,714 27,963
13. 中小企業等向け及び個人向け 9,033 9,219
14. 抵当権付住宅ローン 2,365 2,431
15. 不動産取得等事業向け 13,179 15,952
16. 三月以上延滞等 889 902
17. 取立未済手形 0 ―
18. 信用保証協会等による保証付 124 122
19. 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 ― ―
20. 出資等 976 879
21. 上記以外 3,691 3,882
22. 経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 ― ―

23.
他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャー
に係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなか
ったものの額

― ―

24. 証券化 ― ―
25. 再証券化 ― ―
26. リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 6,512 5,651

ルック・スルー方式 6,512 5,651
マンデート方式 ― ―
蓋然性方式（250％） ― ―
蓋然性方式（400％） ― ―
フォールバック方式（1250％） ― ―

オン・バランス計 61,011 67,647
オフ・バランス 1. 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なコミットメント ― ―

2. 原契約期間が1年以下のコミットメント 82 71
3. 短期の貿易関連偶発債務 0 0
4. 特定の取引に係る偶発債務 10 16
5. NIF又はRUF ― ―
6. 原契約期間が1年超のコミットメント 489 497
7. 信用供与に直接的に代替する偶発債務 255 252
8. 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 9 89
9. 派生商品取引 12 78

外為関連取引 8 73
金利関連取引 3 5

オフ・バランス計 860 1,004
CVAリスク相当額に対する所要自己資本の額 19 117
中央清算機関関連エクスポージャーに対する所要自己資本の額 17 18

信用リスクに対する所要自己資本の額 61,909 68,788
オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 2,446 2,480
信用リスク及びオペレーショナル・リスクに対する総所要自己資本額 64,355 71,268

ロ オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 (単位：百万円)
項 目 2021年度 2022年度

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 2,446 2,480
うち粗利益配分手法 2,446 2,480
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三 信用リスクに関する事項
イ 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及びエクスポージャーの主な種類別内訳（地域別、業種別、残存期間別）

(単位：百万円)
2021年度 2022年度

信用リスク
エクスポー
ジャーの
期末残高

主 な 内 訳
信用リスク
エクスポー
ジャーの
期末残高

主 な 内 訳
貸出金等、コミット
メント及びその他の
デリバティブ以外の
オフ・バランス取引

債 券 デリバティブ
取引

貸出金等、コミット
メント及びその他の
デリバティブ以外の
オフ・バランス取引

債 券 デリバティブ
取引

国内計 3,894,031 2,083,832 813,915 1,335 3,961,398 2,332,378 626,938 4,378
国外計 157,856 ― 153,850 ― 40,199 ― 39,747 ―
地域別合計 4,051,887 2,083,832 967,765 1,335 4,001,598 2,332,378 666,685 4,378
製造業 298,242 250,455 42,762 ― 335,435 288,502 43,022 ―
農業、林業 5,836 5,635 200 ― 5,651 5,451 200 ―
漁業 20 20 ― ― 15 15 ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 3,328 3,328 ― ― 1,684 1,684 ― ―
建設業 62,223 58,477 3,519 ― 65,164 61,018 3,919 ―
電気・ガス・熱供給・水道業 59,323 44,338 13,967 ― 69,215 51,680 16,517 ―
情報通信業 24,095 20,342 3,353 ― 27,233 23,000 3,734 ―
運輸業、郵便業 141,966 128,141 6,681 ― 171,173 156,113 8,016 ―
卸売業、小売業 185,691 171,788 12,838 ― 184,330 178,665 4,699 ―
金融業、保険業 128,522 97,630 14,291 1,264 167,043 144,669 3,487 2,924
不動産業、物品賃貸業 428,402 420,929 6,546 ― 506,874 498,391 7,557 ―
その他のサービス業 185,805 184,239 1,372 ― 204,517 202,810 1,320 ―
国・地方公共団体 1,127,537 271,027 856,510 ― 846,866 277,045 569,821 ―
その他 1,400,891 427,475 5,720 70 1,416,392 443,327 4,389 1,454
業種別合計 4,051,887 2,083,832 967,765 1,335 4,001,598 2,332,378 666,685 4,378
1年以下 1,295,041 1,164,420 101,266 811 1,374,549 1,287,725 53,041 1,194
1年超3年以下 379,094 266,231 112,773 89 352,457 298,367 51,516 2,574
3年超5年以下 381,109 230,872 150,025 211 379,273 279,536 99,534 203
5年超7年以下 351,077 170,212 180,865 ― 345,778 209,025 136,753 ―
7年超10年以下 446,643 200,353 246,290 ― 360,669 206,111 154,511 47
10年超 208,783 32,017 176,543 222 202,021 30,331 171,329 359
期間の定めのないもの 990,137 19,725 ― ― 986,848 21,280 ― ―

残存期間別合計 4,051,887 2,083,832 967,765 1,335 4,001,598 2,332,378 666,685 4,378

ロ 三月以上延滞エクスポージャーの期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの期末残高
(単位：百万円)

2021年度 2022年度
三月以上延滞エクスポージャー 三月以上延滞エクスポージャー

国内計 22,898 22,930
国外計 ― ―

地域別合計 22,898 22,930
製造業 1,192 1,467
農業、林業 173 163
漁業 ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 ― ―
建設業 1,041 1,021
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ―
情報通信業 204 193
運輸業、郵便業 293 286
卸売業、小売業 2,908 2,888
金融業、保険業 201 192
不動産業、物品賃貸業 1,566 1,408
その他のサービス業 3,657 4,239
国・地方公共団体 ― ―
その他 11,658 11,068
業種別合計 22,898 22,930
(注) 「三月以上延滞エクスポージャー」とは、三月以上延滞したものに係るエクスポージャー及び引当割合勘案前の段階でリスク・ウェイトが
150％以上となるエクスポージャー
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ハ 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額 (単位：百万円)
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

一般貸倒引当金
2021年度 5,920 5,345 5,920 5,345
2022年度 5,345 6,114 5,345 6,114

個別貸倒引当金
2021年度 5,620 6,362 5,620 6,362
2022年度 6,362 6,452 6,362 6,452

特定海外債権引当勘定
2021年度 ― ― ― ―
2022年度 ― ― ― ―

合 計
2021年度 11,540 11,707 11,540 11,707
2022年度 11,707 12,567 11,707 12,567

(注) 一般貸倒引当金については、地域別、業種別の区分ごとの算定を行っていないため、区分ごとの記載をしておりません。

(個別貸倒引当金の地域別、業種別内訳) (単位：百万円)
2021年度 2022年度

期首残高 当期増減(△)額 期末残高 期首残高 当期増減(△)額 期末残高
国内計 5,620 742 6,362 6,362 90 6,452
国外計 ― ― ― ― ― ―
地域別合計 5,620 742 6,362 6,362 90 6,452
製造業 327 3 330 330 20 350
農業、林業 7 114 121 121 △4 117
漁業 ― ― ― ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 ― ― ― ― ― ―
建設業 268 △40 228 228 △40 188
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― ― ―
情報通信業 162 △8 154 154 △9 145
運輸業、郵便業 ― 5 5 5 1 6
卸売業、小売業 877 1,272 2,149 2,149 △7 2,142
金融業、保険業 160 △1 159 159 0 159
不動産業、物品賃貸業 1,415 △680 735 735 23 758
その他のサービス業 964 163 1,127 1,127 144 1,271
国・地方公共団体 ― ― ― ― ― ―
その他 1,437 △89 1,348 1,348 △36 1,312
業種別合計 5,620 742 6,362 6,362 90 6,452

ニ 業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額 (単位：百万円)
2021年度 2022年度
貸出金償却 貸出金償却

国内計 4 21
国外計 ― ―
地域別合計 4 21
製造業 ― ―
農業、林業 ― ―
漁業 ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 ― ―
建設業 ― ―
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ―
情報通信業 ― ―
運輸業、郵便業 ― ―
卸売業、小売業 ― 0
金融業、保険業 ― ―
不動産業、物品賃貸業 ― ―
その他のサービス業 0 17
国・地方公共団体 ― ―
その他 4 4
業種別合計 4 21
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ホ 標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並び
に自己資本比率告示第79条の5第2項第2号、第177条の2第2項第2号、第248条（自己資本比率告示第125条及び第127条において準用す
る場合に限る。）並びに第248条の4第1項第1号及び第2号（自己資本比率告示第125条及び第127条において準用する場合に限る。）の規
定により1250パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額

(単位：百万円)
エクスポージャーの額

2021年度 2022年度
格付有り 格付無し 格付有り 格付無し

0％ 138,468 1,982,055 35,045 1,771,590
2％ ― 21,391 ― 23,458
4％ ― ― ― ―
10％ ― 62,544 ― 67,134
20％ 96,821 53,653 136,337 68,288
35％ ― 168,930 ― 173,698
50％ 336,979 7,141 353,507 5,993
75％ ― 301,371 ― 312,591
100％ 26,525 788,742 27,653 956,366
150％ ― 13,199 ― 12,911
250％ ― 21,897 ― 24,051
350％ ― ― ― ―
1250％ ― ― ― ―

合 計 598,795 3,420,929 552,543 3,416,083
(注) 格付は適格格付機関が付与しているものに限定しております。

四 信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー (単位：百万円)

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー
2021年度 2022年度

現金及び自行預金 26,594 23,920
金 ― ―
適格債券 446 444
適格株式 5,328 8,876
適格投資信託 ― ―

適格金融資産担保合計 32,369 33,241
適格保証 119,052 115,181
適格クレジット・デリバティブ ― ―

適格保証、適格クレジット・デリバティブ合計 119,052 115,181

五 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
イ 与信相当額の算出に用いる方式

先渡、スワップ、オプションその他の派生商品取引及び長期決済期間取引の与信相当額は、カレント・エクスポージャー方式にて算出し
ております。

ロ グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
グロス再構築コストの合計額は、2021年度は32百万円、2022年度は316百万円であります。

ハ 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（派生商品取引にあっては、取引の区分ごとの与信相当額を含む）
(単位：百万円)

種類及び取引の区分
2021年度 2022年度
与信相当額 与信相当額

外国為替関連取引及び金関連取引 1,112 4,018
金利関連取引 222 359
株式関連取引 ― ―
貴金属関連取引（金関連取引を除く） ― ―
その他のコモディティ取引 ― ―

派生商品取引 1,335 4,378
クレジット・デリバティブ ― ―

合 計 1,335 4,378
(注) 原契約期間が5営業日以内の外国為替関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。
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ニ ロに掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額からハに掲げる額を差し引いた額（カレント・エクスポージャー方式を用いる場合に限
る）
該当ありません。

ホ 担保の種類別の額
該当ありません。

ヘ 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額 (単位：百万円)

種類及び取引の区分
2021年度 2022年度
与信相当額 与信相当額

外国為替関連取引及び金関連取引 1,112 3,915
金利関連取引 222 359
株式関連取引 ― ―
貴金属関連取引（金関連取引を除く） ― ―
その他のコモディティ取引 ― ―

派生商品取引 1,335 4,274
クレジット・デリバティブ ― ―

合 計 1,335 4,274
(注) 原契約期間が5営業日以内の外国為替関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。

ト 与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購
入又は提供の別に区分した額
該当ありません。

チ 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額
該当ありません。

六 証券化エクスポージャーに関する事項
該当ありません。

七 マーケット・リスクに関する事項
該当ありません。

八 出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
イ 連結貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る連結貸借対照表計上額
⑴ 出資等又は株式等エクスポージャー (単位：百万円)

2021年度末 2022年度末
連結貸借対照表計上額 時 価 連結貸借対照表計上額 時 価

上場している出資等又は株式等エクスポージャー 55,354 55,354 50,317 50,317
上記に該当しない出資等又は株式等エクスポージャー 602 602 694 694

合 計 55,956 55,956 51,012 51,012
(注) ファンドの裏付資産としての出資等エクスポージャーを除いております。

⑵ 子会社及び関連会社株式等 (単位：百万円)
2021年度末 2022年度末

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額
子会社・子法人等 779 733
関連法人等 ― ―

合 計 779 733

ロ 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 (単位：百万円)
2021年度 2022年度

売却損益 1,105 5,447
償却額 15 50
(注) ファンドの裏付資産としての出資等エクスポージャーを除いております。
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ハ 連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額
2021年度は31,578百万円、2022年度は29,058百万円であります。
(注) ファンドの裏付資産としての出資等エクスポージャーを除いております。

ニ 連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額 (単位：百万円)

保有目的
2021年度 2022年度

償却原価 時 価 評価損益 償却原価 時 価 評価損益
子会社株式又は関連会社株式 779 779 ― 733 733 ―
満期保有 ― ― ― ― ― ―
(注) ファンドの裏付資産としての出資等エクスポージャーを除いております。

九 リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
(単位：百万円)

計算方式 2021年度末信用リスク削減効果適用前
資産の額

2022年度末信用リスク削減効果適用前
資産の額

ルック・スルー方式 515,442 498,480
マンデート方式 ― ―
蓋然性方式（250％） ― ―
蓋然性方式（400％） ― ―
フォールバック方式（1250％） ― ―

十 金利リスクに関する事項
(単位：百万円)

IRRBB1：金利リスク

項番
⊿EVE ⊿NII

2021年度末 2022年度末 2021年度末 2022年度末
1 上方パラレルシフト 20,569 11,867 △3,691 △7,182
2 下方パラレルシフト 14,651 20,358 9,193 9,346
3 スティープ化 9,892 7,237
4 フラット化
5 短期金利上昇
6 短期金利低下
7 最大値 20,569 20,358 9,193 9,346

2021年度末 2022年度末
8 自己資本の額 188,442 191,110

(注) ⊿EVEは、銀行単体のみを対象として計測しております。
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一 自己資本の充実度
イ 信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの額 (単位：百万円)

項 目 2021年度
（2022年3月31日）

2022年度
（2023年3月31日）

信用リスク オン・バランス 1. 現金 ― ―
2. 我が国の中央政府及び中央銀行向け ― ―
3. 外国の中央政府及び中央銀行向け ― ―
4. 国際決済銀行等向け ― ―
5. 我が国の地方公共団体向け ― ―
6. 外国の中央政府等以外の公共部門向け ― ―
7. 国際開発銀行向け ― ―
8. 地方公共団体金融機構向け ― 12
9. 我が国の政府関係機関向け 126 115
10. 地方三公社向け 162 153
11. 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 236 360
12. 法人等向け 23,955 28,212
13. 中小企業等向け及び個人向け 9,033 9,219
14. 抵当権付住宅ローン 2,365 2,431
15. 不動産取得等事業向け 13,179 15,952
16. 三月以上延滞等 881 895
17. 取立未済手形 0 ―
18. 信用保証協会等による保証付 124 122
19. 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 ― ―
20. 出資等 1,092 1,009
21. 上記以外 3,184 3,366
22. 経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 ― ―

23.
他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャー
に係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなか
ったものの額

― ―

24. 証券化 ― ―
25. 再証券化 ― ―
26. リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 6,512 5,651

ルック・スルー方式 6,512 5,651
マンデート方式 ― ―
蓋然性方式（250％） ― ―
蓋然性方式（400％） ― ―
フォールバック方式（1250％） ― ―

オン・バランス計 60,853 67,504
オフ・バランス 1. 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なコミットメント ― ―

2. 原契約期間が1年以下のコミットメント 82 71
3. 短期の貿易関連偶発債務 0 0
4. 特定の取引に係る偶発債務 10 16
5. NIF又はRUF ― ―
6. 原契約期間が1年超のコミットメント 489 497
7. 信用供与に直接的に代替する偶発債務 255 252
8. 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 9 89
9. 派生商品取引 12 78

外為関連取引 8 73
金利関連取引 3 5

オフ・バランス計 860 1,004
CVAリスク相当額に対する所要自己資本の額 19 117
中央清算機関関連エクスポージャーに対する所要自己資本の額 17 18

信用リスクに対する所要自己資本の額 61,751 68,645
オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 2,346 2,378
信用リスク及びオペレーショナル・リスクに対する総所要自己資本額 64,097 71,023

ロ オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 (単位：百万円)
項 目 2021年度 2022年度

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 2,346 2,378
うち粗利益配分手法 2,346 2,378
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二 信用リスクに関する事項
イ 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及びエクスポージャーの主な種類別内訳（地域別、業種別、残存期間別）

(単位：百万円)
2021年度 2022年度

信用リスク
エクスポー
ジャーの
期末残高

主 な 内 訳
信用リスク
エクスポー
ジャーの
期末残高

主 な 内 訳
貸出金等、コミット
メント及びその他の
デリバティブ以外の
オフ・バランス取引

債 券 デリバティブ
取引

貸出金等、コミット
メント及びその他の
デリバティブ以外の
オフ・バランス取引

債 券 デリバティブ
取引

国内計 3,886,703 2,089,359 811,080 1,335 3,954,420 2,338,202 624,103 4,378
国外計 157,856 ― 153,850 ― 40,199 ― 39,747 ―
地域別合計 4,044,559 2,089,359 964,930 1,335 3,994,620 2,338,202 663,850 4,378
製造業 298,242 250,455 42,762 ― 335,435 288,502 43,022 ―
農業、林業 5,836 5,635 200 ― 5,651 5,451 200 ―
漁業 20 20 ― ― 15 15 ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 3,328 3,328 ― ― 1,684 1,684 ― ―
建設業 62,223 58,477 3,519 ― 65,164 61,018 3,919 ―
電気・ガス・熱供給・水道業 59,323 44,338 13,967 ― 69,215 51,680 16,517 ―
情報通信業 24,095 20,342 3,353 ― 27,233 23,000 3,734 ―
運輸業、郵便業 141,966 128,141 6,681 ― 171,173 156,113 8,016 ―
卸売業、小売業 185,691 171,788 12,838 ― 184,330 178,665 4,699 ―
金融業、保険業 132,140 98,270 14,291 1,264 170,740 145,364 3,487 2,924
不動産業、物品賃貸業 433,925 426,295 6,546 ― 512,841 503,919 7,557 ―
その他のサービス業 185,805 184,239 1,372 ― 204,517 202,810 1,320 ―
国・地方公共団体 1,124,703 271,027 853,675 ― 844,031 277,045 566,985 ―
その他 1,387,257 426,997 5,720 70 1,402,586 442,929 4,389 1,454
業種別合計 4,044,559 2,089,359 964,930 1,335 3,994,620 2,338,202 663,850 4,378
1年以下 1,298,118 1,167,497 101,266 811 1,377,195 1,290,371 53,041 1,194
1年超3年以下 381,403 268,540 112,773 89 354,683 300,593 51,516 2,574
3年超5年以下 381,728 231,492 150,025 211 380,011 280,274 99,534 203
5年超7年以下 351,077 170,212 180,865 ― 345,949 209,196 136,753 ―
7年超10年以下 443,808 200,353 243,455 ― 358,091 206,368 151,675 47
10年超 208,783 32,017 176,543 222 202,207 30,518 171,329 359
期間の定めのないもの 979,638 19,247 ― ― 976,482 20,881 ― ―

残存期間別合計 4,044,559 2,089,359 964,930 1,335 3,994,620 2,338,202 663,850 4,378

ロ 三月以上延滞エクスポージャーの期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの期末残高
(単位：百万円)

2021年度 2022年度
三月以上延滞エクスポージャー 三月以上延滞エクスポージャー

国内計 22,419 22,499
国外計 ― ―

地域別合計 22,419 22,499
製造業 1,192 1,467
農業、林業 173 163
漁業 ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 ― ―
建設業 1,041 1,021
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ―
情報通信業 204 193
運輸業、郵便業 293 286
卸売業、小売業 2,908 2,888
金融業、保険業 201 192
不動産業、物品賃貸業 1,566 1,408
その他のサービス業 3,657 4,239
国・地方公共団体 ― ―
その他 11,180 10,637
業種別合計 22,419 22,499
(注) 「三月以上延滞エクスポージャー」とは、三月以上延滞したものに係るエクスポージャー及び引当割合勘案前の段階でリスク・ウェイトが
150％以上となるエクスポージャー
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ハ 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額 (単位：百万円)
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

一般貸倒引当金
2021年度 4,170 3,683 4,170 3,683
2022年度 3,683 4,630 3,683 4,630

個別貸倒引当金
2021年度 5,257 6,016 5,257 6,016
2022年度 6,016 6,138 6,016 6,138

特定海外債権引当勘定
2021年度 ― ― ― ―
2022年度 ― ― ― ―

合 計
2021年度 9,427 9,700 9,427 9,700
2022年度 9,700 10,769 9,700 10,769

(注) 一般貸倒引当金については、地域別、業種別の区分ごとの算定を行っていないため、区分ごとの記載をしておりません。

(個別貸倒引当金の地域別、業種別内訳) (単位：百万円)
2021年度 2022年度

期首残高 当期増減(△)額 期末残高 期首残高 当期増減(△)額 期末残高
国内計 5,257 759 6,016 6,016 122 6,138
国外計 ― ― ― ― ― ―
地域別合計 5,257 759 6,016 6,016 122 6,138
製造業 327 3 330 330 20 350
農業、林業 7 114 121 121 △4 117
漁業 ― ― ― ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 ― ― ― ― ― ―
建設業 268 △40 228 228 △40 188
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― ― ―
情報通信業 162 △8 154 154 △9 145
運輸業、郵便業 ― 5 5 5 1 6
卸売業、小売業 877 1,272 2,149 2,149 △7 2,142
金融業、保険業 160 △1 159 159 0 159
不動産業、物品賃貸業 1,415 △680 735 735 23 758
その他のサービス業 964 163 1,127 1,127 144 1,271
国・地方公共団体 ― ― ― ― ― ―
その他 1,074 △72 1,002 1,002 △4 998
業種別合計 5,257 759 6,016 6,016 122 6,138

ニ 業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額 (単位：百万円)
2021年度 2022年度
貸出金償却 貸出金償却

国内計 0 17
国外計 ― ―
地域別合計 0 17
製造業 ― ―
農業、林業 ― ―
漁業 ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 ― ―
建設業 ― ―
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ―
情報通信業 ― ―
運輸業、郵便業 ― ―
卸売業、小売業 ― 0
金融業、保険業 ― ―
不動産業、物品賃貸業 ― ―
その他のサービス業 0 17
国・地方公共団体 ― ―
その他 ― 0
業種別合計 0 17
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ホ 標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高並び
に自己資本比率告示第79条の5第2項第2号、第177条の2第2項第2号、第248条（自己資本比率告示第125条及び第127条において準用す
る場合に限る。）並びに第248条の4第1項第1号及び第2号（自己資本比率告示第125条及び第127条において準用する場合に限る。）の規
定により1250パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額

(単位：百万円)
エクスポージャーの額

2021年度 2022年度
格付有り 格付無し 格付有り 格付無し

0％ 138,468 1,978,571 35,045 1,768,033
2％ ― 21,391 ― 23,458
4％ ― ― ― ―
10％ ― 62,544 ― 67,134
20％ 96,821 53,650 136,337 68,286
35％ ― 168,930 ― 173,698
50％ 336,979 7,141 353,507 5,993
75％ ― 301,371 ― 312,591
100％ 26,525 785,640 27,653 953,656
150％ ― 12,721 ― 12,480
250％ ― 21,637 ― 23,773
350％ ― ― ― ―
1250％ ― ― ― ―

合 計 598,795 3,413,600 552,543 3,409,105
(注) 格付は適格格付機関が付与しているものに限定しております。

三 信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー (単位：百万円)

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー
2021年度 2022年度

現金及び自行預金 26,594 23,920
金 ― ―
適格債券 446 444
適格株式 5,328 8,876
適格投資信託 ― ―

適格金融資産担保合計 32,369 33,241
適格保証 119,052 115,181
適格クレジット・デリバティブ ― ―

適格保証、適格クレジット・デリバティブ合計 119,052 115,181

四 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
イ 与信相当額の算出に用いる方式

先渡、スワップ、オプションその他の派生商品取引及び長期決済期間取引の与信相当額は、カレント・エクスポージャー方式にて算出し
ております。

ロ グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る）の合計額
グロス再構築コストの合計額は、2021年度は32百万円、2022年度は316百万円であります。

ハ 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（派生商品取引にあっては、取引の区分ごとの与信相当額を含む）
(単位：百万円)

種類及び取引の区分
2021年度 2022年度
与信相当額 与信相当額

外国為替関連取引及び金関連取引 1,112 4,018
金利関連取引 222 359
株式関連取引 ― ―
貴金属関連取引（金関連取引を除く） ― ―
その他のコモディティ取引 ― ―

派生商品取引 1,335 4,378
クレジット・デリバティブ ― ―

合 計 1,335 4,378
(注) 原契約期間が5営業日以内の外国為替関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。
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ニ ロに掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額からハに掲げる額を差し引いた額（カレント・エクスポージャー方式を用いる場合に限
る）
該当ありません。

ホ 担保の種類別の額
該当ありません。

ヘ 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額 (単位：百万円)

種類及び取引の区分
2021年度 2022年度
与信相当額 与信相当額

外国為替関連取引及び金関連取引 1,112 3,915
金利関連取引 222 359
株式関連取引 ― ―
貴金属関連取引（金関連取引を除く） ― ―
その他のコモディティ取引 ― ―

派生商品取引 1,335 4,274
クレジット・デリバティブ ― ―

合 計 1,335 4,274
(注) 原契約期間が5営業日以内の外国為替関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。

ト 与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購
入又は提供の別に区分した額
該当ありません。

チ 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額
該当ありません。

五 証券化エクスポージャーに関する事項
該当ありません。

六 マーケット・リスクに関する事項
該当ありません。

七 出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
イ 貸借対照表計上額、時価及び次に掲げる事項に係る貸借対照表計上額
⑴ 出資等又は株式等エクスポージャー (単位：百万円)

2021年度末 2022年度末
貸借対照表計上額 時 価 貸借対照表計上額 時 価

上場している出資等又は株式等エクスポージャー 53,759 53,759 48,786 48,786
上記に該当しない出資等又は株式等エクスポージャー 482 482 626 626

合 計 54,242 54,242 49,412 49,412
(注) ファンドの裏付資産としての出資等エクスポージャーを除いております。

⑵ 子会社及び関連会社株式等 (単位：百万円)
2021年度末 2022年度末

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社・子法人等 3,904 4,165
関連法人等 ― ―

合 計 3,904 4,165

ロ 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 (単位：百万円)
2021年度 2022年度

売却損益 1,015 5,325
償却額 6 13
(注) ファンドの裏付資産としての出資等エクスポージャーを除いております。
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ハ 貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
2021年度は30,064百万円、2022年度は27,607百万円であります。
(注) ファンドの裏付資産としての出資等エクスポージャーを除いております。

ニ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額 (単位：百万円)

保有目的
2021年度 2022年度

償却原価 時 価 評価損益 償却原価 時 価 評価損益
子会社株式又は関連会社株式 3,904 3,904 ― 4,165 4,165 ―
満期保有 ― ― ― ― ― ―
(注) ファンドの裏付資産としての出資等エクスポージャーを除いております。

八 リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額
(単位：百万円)

計算方式 2021年度末信用リスク削減効果適用前
資産の額

2022年度末信用リスク削減効果適用前
資産の額

ルック・スルー方式 515,442 498,480
マンデート方式 ― ―
蓋然性方式（250％） ― ―
蓋然性方式（400％） ― ―
フォールバック方式（1250％） ― ―

九 金利リスクに関する事項
(単位：百万円)

IRRBB1：金利リスク

項番
⊿EVE ⊿NII

2021年度末 2022年度末 2021年度末 2022年度末
1 上方パラレルシフト 20,569 11,867 △3,691 △7,182
2 下方パラレルシフト 14,651 20,358 9,193 9,346
3 スティープ化 9,892 7,237
4 フラット化
5 短期金利上昇
6 短期金利低下
7 最大値 20,569 20,358 9,193 9,346

2021年度末 2022年度末
8 自己資本の額 180,022 182,186
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１．当行及び当行グループの対象役職員の報酬等に関する組織体制
の整備状況に関する事項
(１) 「対象役職員」の範囲

開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」
及び「対象従業員等」（合わせて「対象役職員」）の範囲につ
いては、以下のとおりであります。
① 「対象役員」の範囲
対象役員は、当行の取締役及び監査役であります。
なお、社外取締役及び社外監査役を除いております。

② 「対象従業員等」の範囲
当行では、対象役員以外の当行の役員及び従業員並びに主

要な連結子法人等の役職員のうち、「高額の報酬等を受ける
者」で当行及びその主要な連結子法人等の業務の運営又は財
産の状況に重要な影響を与える者等を「対象従業員等」とし
て、開示の対象としております。
なお、当行の対象役員以外の当行の役員及び従業員並びに

主要な連結子法人等の役職員で、対象従業員等に該当する者
はおりません。
(ア) 「主要な連結子法人等」の範囲

「主要な連結子法人等」とは、銀行の連結総資産に対す
る当該子法人等の総資産の割合が２％を超えるもの及び
グループ経営に重要な影響を与える連結子法人等ですが、
当行には該当する主要な連結子法人等はございません。

(イ) 「高額の報酬等を受ける者」の範囲
「高額の報酬等を受ける者」とは、当行の有価証券報告
書に記載している対象役員の「報酬等の総額（社外役員
を除く）」に「使用人兼務役員の使用人給与額」を加算し
た金額を、同記載の対象役員の「員数（社外役員を除
く）」により除すことで算出される「対象役員の平均報酬
額」以上の報酬等を受ける者を指します。
なお、退職一時金につきましては、報酬等の金額から

退職一時金の全額を一旦控除したものに「退職一時金を
在職年数で除した金額」を足し戻した金額をもって、そ
の者の報酬等の金額とみなし、「高額の報酬等を受ける
者」の判断を行っております。

(ウ) 「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を
与える者」の範囲
「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を
与える者」とは、その者が通常行う取引や管理する事項
が、当行、当行グループ、主要な連結子法人等の業務の
運営に相当程度の影響を与え、又は取引等に損失が発生
することにより財産の状況に重要な影響を与える者であ
ります。

(２) 対象役職員の報酬等の決定について
株主総会の決議によって定められた報酬限度額の範囲にお

いて、指名・報酬諮問委員会の答申を経たうえで、取締役に
対しては取締役会の決議により、監査役に対しては監査役の
協議により、各々の報酬額を決定しております。
なお、指名・報酬諮問委員会は、取締役、監査役の指名・

報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当
行におけるコーポレート・ガバナンスの充実を図るために設
置された取締役会の諮問機関であり、役員報酬の基本方針や
役員報酬制度の内容等について審議し、取締役会に対して答
申を行っております。その構成員は、独立社外取締役3名、
社内取締役2名であり、委員長は独立社外取締役が務めてお
ります。

(３) 指名・報酬諮問委員会の構成員に対して支払われた報酬等
の総額及び対象役職員の報酬にかかる指名・報酬諮問委員会
の開催回数

委員会名 開催回数
(2022年4月～2023年3月) 報酬等の総額

指名・報酬諮問委員会 2回 ―
(注) 報酬等の総額については、指名・報酬諮問委員会の職務執行
に係る対価に相当する部分のみを切り離して算出することがで
きないため、報酬等の総額は記載しておりません。

２．当行及び当行グループの対象役職員の報酬等の体系の設計及び
運用の適切性の評価に関する事項
報酬等に関する方針について
(１) 報酬等の体系

対象役員である当行の取締役に対する報酬等は、「基本報
酬」、「役員賞与金」及び「譲渡制限付株式報酬」で構成され
ております。対象役員である監査役に対する報酬等は、「基本
報酬」のみとなっております。
基本報酬、役員賞与金及び譲渡制限付株式報酬は、別途定

める内規・規定に基づき、株主総会の決議によって定められ
た報酬限度額の範囲において、支給対象者の役位及び職責に
応じて、「職員の給与」、「他行等業界水準」、「社会的水準」、
「当該事業年度の業績」、「経験」等を総合的に勘案し、指名・
報酬諮問委員会の答申を経たうえで、取締役に対しては取締
役会の決議により、監査役に対しては監査役の協議により、
各々の報酬額を決定しております。
このうち、譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬であり、対象

役員である当行の取締役が株価変動のメリットとリスクを株
主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意
欲を高めることを目的とし、株式の交付日から取締役を退任
する日までの期間を譲渡制限期間とする内容となっておりま
す。

(２) 役員の報酬等に関する株主総会決議年月日及び当該決議
の内容
基本報酬、役員賞与金は、2011年6月29日開催の第108
期定時株主総会で決議されており、取締役の報酬額の総額を
年額3億円以内、監査役の報酬額の総額を年額7千万円以内
としております。

また、「非金銭報酬」である譲渡制限付株式報酬は、2020
年6月24日開催の第117期定時株主総会において、上記の取
締役の報酬額とは別枠として、対象役員である当行の取締役
に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭
報酬債権の総額を年額7千万円以内、各事業年度において割り
当てる譲渡制限付株式の数の総数の上限を150,000株として
おります。

３．当行及び当行グループの対象役職員の報酬等の体系とリスク管
理の整合性並びに報酬等と業績の連動に関する事項
対象役員の報酬等の決定にあたっては、株主総会で役員全体の

報酬総額が決議され、決定される仕組みになっております。
指名・報酬諮問委員会からの答申を経て、対象役員である当行

の取締役に対する役員賞与金の支給額算定方法を「業績連動型」
に変更することを2021年5月12日の取締役会で決議いたしまし
た。本変更により、対象役員である当行の取締役の固定報酬（基
本報酬）、業績連動報酬（役員賞与金）および非金銭報酬（譲渡制
限付株式報酬）の支給割合（目標を達成した場合）は、次のとお
りとなっております。
固定報酬：業績連動報酬：非金銭報酬 ＝ 73.7：13.5：12.8
なお、業績連動報酬の内容および役員の報酬等の体系変更は、

次のとおりであります。
(１) 業績連動報酬の内容

対象役員である当行の取締役に対する役員賞与金は、業績
向上への貢献意欲を高めることを目的として、各事業年度の
最終利益にコミットする観点から、「親会社株主に帰属する当
期純利益」に応じた報酬枠の範囲内で支給額を決定いたしま
す。目標となる業績指標とその値等は、中期経営計画の策定
等にあわせ、都度見直しを行うこととしております。

(２) 報酬等の体系変更
対象役員である当行の取締役に対する役員賞与金の支給額
算定方法を「業績連動型」に変更したことに伴い、対象役員
である当行の監査役については、その役割の違いを踏まえ、
役員賞与金を廃止いたしました。上記、取締役および監査役
に対する報酬額の総額の範囲に変更はございません。

４．当行及び当行グループの対象役職員の報酬等の種類、支払総額
及び支払方法に関する事項
対象役員の報酬等の総額(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

区分 人数
(人)

報酬等
の総額
(百万円)

固定報酬
の総額 基本報酬 譲渡制限付

株式報酬 その他

対象取締役
（除く社外取締役） 9 205 181 153 28 ―
対象監査役
（除く社外監査役） 2 45 43 43 ― ―

区分 変動報酬
の総額 退職慰労金 その他基本報酬 賞与 その他

対象取締役
（除く社外取締役） 24 ― 24 ― ― ―
対象監査役
（除く社外監査役） 1 ― 1 ― ― ―

(注)１．2021年5月12日の取締役会において、対象役員である当行
の監査役に対する役員賞与金は、廃止いたしました。上記表
の「賞与」には、廃止前分の役員賞与金支払額を記載してお
ります。
２．2020年6月24日開催の第117期定時株主総会において、株
価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上
昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、対象役員で
ある当行の取締役に対し、新たに譲渡制限株式報酬制度を導
入することが決議されました。また、譲渡制限付株式報酬制
度の導入に伴い、「ストックオプション報酬」は既に付与済み
のものを除き廃止いたしました。権利未行使の株式報酬型ス
トックオプションの権利行使期間は以下のとおりであります。
なお、当該ストックオプション契約では、行使期間中であ

っても権利行使は役員の退職時まで繰延べることとしており
ます。

行使期間
株式会社山梨中央銀行第1回新株予約権 2011年７月30日から2041年７月29日まで
株式会社山梨中央銀行第2回新株予約権 2012年７月31日から2042年７月30日まで
株式会社山梨中央銀行第3回新株予約権 2013年７月30日から2043年７月29日まで
株式会社山梨中央銀行第4回新株予約権 2014年７月26日から2044年７月25日まで
株式会社山梨中央銀行第5回新株予約権 2015年７月30日から2045年７月29日まで
株式会社山梨中央銀行第6回新株予約権 2016年７月30日から2046年７月29日まで
株式会社山梨中央銀行第7回新株予約権 2017年７月29日から2047年７月28日まで
株式会社山梨中央銀行第8回新株予約権 2018年７月27日から2048年７月26日まで
株式会社山梨中央銀行第9回新株予約権 2019年７月27日から2049年７月26日まで

５．当行及び当行グループの対象役職員の報酬等の体系に関し、そ
の他参考となるべき事項
特段、前項までに掲げたもののほか、該当する事項はございま

せん。
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自
己
資
本
関
係

リスク・アセット
リスクを有する資産（貸出金や
有価証券等）を、個別資産のリ
スク度合いに応じて掛目を乗じ、
再評価した資産金額。

所要自己資本額
各々のリスク・アセット×4％
（自己資本比率規制における国内
基準）。

エクスポージャ－
リスクに晒されている資産。主
なものとして貸出金、外国為替
取引等の与信取引と、債券、株
式等の有価証券取引が該当する。

コア資本に係る基礎
項目の額

自己資本比率規制の中で使われ
る概念。普通株式に係る株主資
本の額・その他の包括利益累計
額・新株予約権の額等から構成
される。

コア資本に係る調整
項目の額

自己資本比率規制の中で使われ
る概念。無形固定資産・繰延税
金資産（一時差異以外）・自己保
有普通株式等から構成される。

経営体力
当行においては、コア資本に係
る基礎項目の額からコア資本に
係る調整項目の額を控除した額
として定義。

早期警戒制度
収益性、安定性、資金繰りの観
点から改善が必要と認められる
金融機関に対して、必要に応じ
て改善措置を講ずる制度。

信
用
リ
ス
ク
関
係

リスク・ウェイト
信用リスク・アセットを算出す
るために用いられる掛目。リス
クの高い資産ほどリスク・ウェ
イトは高くなる。

適格格付機関

自己資本比率規制において、金
融機関がリスク・アセットを算
出するにあたって、用いること
ができる格付を付与する格付機
関。

クレジット・
デリバティブ

特定の企業や債権の信用リスク
に着目し、これを定量化したう
えで売買する取引。

貸出条件緩和債権

債務者の経営再建または支援を
図ることを目的として、金利の
減免、元本の返済猶予等、債務
者に有利な取り決めを行った貸
出金。

CVAリスク
派生商品取引の時価評価におい
て、取引相手の信用リスクに応
じて、時価が変動するリスク。

市
場
リ
ス
ク
関
係

派生商品取引
有価証券や通貨等の金融資産
（原資産）の取引から派生し、原
資産の現物価格によってその価
格が決定する商品による取引。

市
場
リ
ス
ク
関
係

長期決済期間取引

約定日から受渡または決済の期
日までの期間が５営業日または
市場慣行による期間を超えるこ
とがあらかじめ約束されている
取引。

カレント・
エクスポージャ－
方式

派生商品取引の取引先のデフォ
ルト時における損失予想額を算
出する方式。

再構築コスト 現在と同等の金融派生商品取引
を再構築するのに必要なコスト。

アドオン 評価時点以降に発生する可能性
のある潜在的なリスク。

与信相当額 再構築コストにアドオンを加え
た額。

証券化 債権を、売買、流通しやすくす
るために証券の形態にすること。

オリジネーター 証券化された原資産の保有者。

サービサー 証券化された資産の元金回収事
業者。

金
利
リ
ス
ク
関
係

BPV
金利の変化に対し、保有する資
産・負債がどの程度変化するか
を分析する計測手法。

バックテスティング
モデルの算出したリスク量と資
産価値の変化量を比較し、モデ
ルの精度を評価する手法。

IRRBB
(銀行勘定の金利リ
スク)

金利リスク管理上の基準で、銀
行勘定の金利リスク量が自己資
本額の20％を超えていると早期
警戒制度の適用対象となる。

コア預金

明確な金利改定間隔がなく、預
金者の要求によって随時払い出
される預金のうち、引き出され
ることなく、長期間銀行に留ま
る預金。

そ
の
他

VaR
過去のデータをもとに、現在保
有するポートフォリオから将来
発生しうる最大損失額を確率的
に算出する計測手法。

ALM
リスクの適正化と収益の極大化
を目指して、保有する資産およ
び負債を総合的に管理し、コン
トロールすること。
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